
厨天国
平成31年4月3日 （水）衆・文部科学委員会

川内博史氏（立憲）

問6今回の高等教育無償化の使い道は変更すべきであ

り、その財源を例えば運営費交付金や私学助成に充

て、大学の自治と学問の自由を保障する中で、各大学

の裁量と工夫のもとで行うべきと考えるが、大臣の見

解如何。

(答）

1 ．安心して子どもを産み、育てていく上で、子どもが高校

を卒業した段階で、仮に低所得であったとしても、経済的

な理由から進学を断念することなく、希望に応じて質の高

い大学等へ進学できるという見通しが立つことは、非常に

重要です。

2．進学率が全世帯に比べて低く、家庭の経済的理由により

進学を断念するケースがあると考えられる低所得者世帯

に対して、大学等における修学への経済的負担を軽減する

ことは、少子化の進展への対処に資するものと考えます。

3． このため、今回の支援措置は、消費税収をいわゆる社会

保障4経費に充てるとする現行の消費税法の下、「制度と

して確立された少子化に対処するための施策」として、本

年10月の消費税率の引き上げによる増収分を活用して実

施することとしております。
一

4． このため、国立大学法人運営費交付金や私学助成といつ

た基盤的経費に対して、消費税財源を充てることはできま

せんが、いずれも継続的・安定的な教育研究活動を実施す
■■■■■■■■■■■■■■■

るためには不可欠なものであり、文部科学省としてはその
■■■■■■■■■■■■■■■

確保に向けてしっかり取り組んでまいります。

【担当課長】高鋤育段階の縮費負鵬獅制削主任大学改革官鵬豊(内綴)■ 値通)■■■（携帯)■■■■
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冠五画．
平成31年4月3日（金）衆。文部科学委員会

画
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1．先日の参考人質疑において、参考人から、委員ご指摘
のようなご発言があったことは承知しておりま現

2． また、この背景として、参考人からは「高等教育に対 （
Ｉ

する社会の信頼が必すしも高いとは言い難いとのご主
張があることも承知しており、 私としても、高等教育に
対する社会の信頼確保は不可欠と考えていまず5

S. この点、国民の皆様からいただく消費税を財源とした
『高等教育無償化」を実現する以上、進学先である高等
教育機関の教育の質や説明責任、研究力､組綴盃詞芳
が、これまで以上に厳格に問われるものと考え言で語可~ま
す。

4． このため、去る2月1日に、高等教育の取組“成果に
応じた「手厚い支援」と「厳格な評価」を徹底すること

ノ
／

、一一

により、

に加錬化

ブjを取りまとめ、公表 したところです。

分に踏まえ、公費を投じる本施5同イニシアティブを十分に踏まえ、公費を投じる本施
策の効果が社会に還元されるように、今回の高等教青あ
無償化と大学改革を一体的に推進するととも'二－国罠あ
皆様のご理解を得られるよう努めてまいります。
【担当雛】麟瀦雛の鮪獺担鯛新雛PT主鰍学改鞘紬豊(蝋)■■(直通)m(")

1

問9 3月20日の参考人質疑でも、大学等への税金投
入に対する国民の理解が得られていないとの意見があ
ったが、なぜ理解が得られていないと考えるか。



19．4．03 匪函
平成31年4月3日（水）衆．文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

心

問3 『社会で自立し、及び活躍することができる豊か
な人間性を備えた創造的な人材」とあるが、ここでい

う「社会で自立」とはどのような意味か､大臣の見解
如何。 （議員は、大学では学べるということが重要で

あり、 「社会で自立」を強調し過ぎることは、必ずし

も高い所得を得られるとは限らない美術や芸術等の分

野の阻害になるのではとの問題意識）

("~~）
(答）

1 ．今回の支援措置では、支援を受けた学生が大学等でし

っかりと学んだ上で、社会で自立し、活躍できるよう、

学問追究と実践的教育のバランスの取れた、質の高い教
育を実施する大学等を対象にする趣旨で、機関要件を設
定することとしています。

2． ここでいう『社会で自立し』とは、大学等を卒業した

後に、希望する職業に就くことなどを通じて、塗全皇迄
亙雌空二皇皇L竺二互生i重上竺工L』≦当三_と堂座≦_遁亘二並と
考えています。

[な薑鰯鰐縦瀞業に就くといった限定的〕
~ノ

I



19．4．03 ．
(参考1）辞書による『自立」の例

･他への従属から離れて独り立ちすること。他からの支配や助力を受けずに、存在するこ

と。 「精神的に自立する」 【デジタル大辞泉】

･他の助けや支配なしに自分一人の力だけで物事を行うこと。ひとりだち。独立。 「親

もとを離れて一する」吠辞林第3版】

＊

（参考2）大学等における修学の支援に関する法律案

（目的）

第一条この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、延会で自立し､及び活
躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高

い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減

することによ･り、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もっ

て我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。

（大学等の確認）

第七条第2項文部科学大臣等は､前項の確認(以下単に｢確認」という。 ）を求められ

た場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件（第九条第一項第一号及び第

十五条第一項第一号において「確認要件」という。 ）を満たしていると認めるときは、

その確認をするものとする。

一大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し、及び活躍することがで

／一一

1

､きる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科

学省令で定める基準に遊洽するものであること。

（参考3）新しい経済政策パッケージについて（平成29年12月8日閣議決定）

（支援措置の対象となる大学等の要件）

○こうした支援措置の目的は、大学等での勉学が就職や起業等の職業に結びつくことに

より格差の固定化を防ぎ、支援を受けた子供たちが大学等でしっかりと学んだ上で、社

会で自立し､_活躍できるようになることである。

（参考4）幼児教育？高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針

（平成30年12月･28日関係閣僚合意）

5．大学等の要件（機関要件）

○大学等での勉学が職業に結びつくことにより格差の固定化を防ぎ、支援を受けた学生

が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立1巻､活躍できるようになるという、今般

の高等教育の無償化の目的を踏まえ、対象を学問追究と実践的教育のバランスが取れて

いる大学等とするため、大学等に一定の要件を求める。

【担当課長】高等卿剛育熊鵬職制剛雛大学鱸官鵬豊(鵬)■(率)■■(総)■■■

皇



嗣天ヨ ー19．4．03

平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問4機関要件を満たさない大学等は、 「社会で自立

し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた

創造的な人材」育成のための教育を継続的・安定的に

実施することができない大学等であるということにな

るのか、大臣の見解如何。

(答） 一

〆~～､‘

／ ！

，今回の支援措置では、支援を受けた学生が大学等で

つかりと学んだ上で、社会で自立し、活躍できるよう

学問追究と実践的教育のバランスの取れた、質の高い

青を実施する大学等を対象にする趣旨で、機関要件を

定することとしています。

2．機関要件について、文部科学省としては、大学等にと

っては、現在の取組を適切に充実させることで満たすこ

とができる内容と考えており、多くの大学等にこれを満

たしていただくことを期待しているところです。

多くの大学等が申請に向けて準備を進めていけるよ

う、今後とも、制度の周知や説明に努めてまいります。（
一

3．要件を満たすことができない大学等が対象機関となら
ー

ないことはやむを得ないと考えていますが､ 堂
等が取組を充実させることで要件を満たせるよう期待し
でいます。

塞 鰡≦1
腿当課長】高等縮鵬蝋韻負鵬瀕制剛主倣靴革官鵜豊(内綴)■(直通)■■■､ ．(鵜)■■■

I
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厨蔽爵蓼暑刀19，4．03

平成31年4月3日（水）衆．文部科学委員会
初鹿明博氏（立憲）

I

問5機関要件を満たさず、 「社会で自立し、及び活躍するこ

とができる豊かな人間性を備えた創造的な人材』育成のため

の教育を継続的・安定的に実施することができない大学等．

は、設置認可を取り消すべきではないか。

(答）

1 ・今回の新制度においては、設置基準や’ 設置認可の制度を前提と
、

した上で、塑乙工、学問追究と実践的教育のバランスの取れた、
質の高い教育を行う大学等を対象にする趣旨で、機関要件を設定

するものです｡

～

７
１

2． したがって、機関要件を満たせないからといって、直ちに設置
認可を取り消すものではありません。

3．機関要件について、文部科学省としては、大学等にとっては、

現在の取組を適切に充実させることで満たすことができる内容と
考えており、蚤<の大学等にこれを満たしていただくことを期待
しているところです。
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多くの大学等が

とも、制度の周知制度の周知

E
ー

や説明に努めてまいります。

（参考）高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針(H30. 12.28)

大学等の要件（機関要件）

○大学等での勉学が職業に結びつくことにより格差の固定化を防ぎ、支援を受け

た学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになる

という、今般の高等教育の無償化の目的を踏まえ、対象を学問追究と実践的教育

のバランスが取れている大学等とするため、大学等に一定の要件を求める。

【担当課長】高等縮雛の教韻負担軽溺雛PT主猷報鞘躯豊(内線)■■(直通)■ （携紛■■■■
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更問1 機関要件を設ける趣旨如何。
和曲絹倉

、

19．4.03
『

(答）

1 ．今回の支援措置においては、支援を受けた学生が大学等でしっ

かりと学んだ上で､太学等での勉学が職業に結びつくことによ
【首‘

ﾗﾝｽの取れ迄､鬘璽宣L塾宣迄室遮亘二皇…象堂
するため、機関要件を求めることとしています。
●■■■■■■■■■■

2．機関要件は、現在の取組を適切に充実・発展させることで満た

すことのできる内容と考えており、多くの大学等にこれを満たし

ていただくことを期待し、今後とも、制度の説明に努めてまいり

ます。 ．

〆－

I

(大学の自主性との関係について）

大学の人事や教育研究の内容そのものについて直3．機関要件は、

接的に規定するものではなく、具体的に、どのような人材を理事

に登用するか､どのような教育課程を編成するかなどは大学に委
｢大学の自主性や自律性」等ねられ重おり、教育基本法に定める

を損ねるものではないと考えています。

～ ､

(参考）教育基本法（平成18年法律第120号）

（大学）

第七条大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深

く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供するこ

とにより、社会の発展に寄与するものとする。

2大学については、 自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性

が尊重されなければならない。

【担当鯛辮鮪雛の縮貿負鴎瀦制度PT主献学改鞘雛豊(鵺)■(直通)■■■(獺)■■■■

瘻商函司
一

・
｡ 2
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更問2実務経験のある教員の要件を設ける趣旨如何。
少

キ1潅今喝ぽ 19.4.03
(答）

1 ．社会で自立し、活躍できる人材を育成する上で､学問追究の観

点とともに、実際の社会のニーズに対応した経験に基づく、実務

の観点を踏まえた教育も重要であることから、学生がこうした授

I

《

業を履修できる環境を整えることを求めるものです。

2． 「実務経験のある教員による授業科目」とは、担当する授業科
１
１ 目に関連した皇塗筵鐘迄宣上工旦量童込一堂鰹謹鐘遡全1三

授業に活かしつつ､ ､実践的教育を行っている授業科目を広く指す
迄里であり、実務経験の内容や期間等に具体的な条件を設けるこ

とは考えていません。

[旨鯨で擢鍾鼈蟇蕪篁裟欝駕鮮〕

n

3．また、必ずしも実務経験のある教員が直接の担当でなくとも、

例えば、オムニバス形式で多様な企業等から講師を招いて指導を

行う授業や、学外でのインターンシップや実習研修を中心に位

置付けている授業など､圭と_L垂睾壁堕塾宣塾旦撞…
科目についてもこれに含進ものとする予定です。 r)

、ー/･『

4．全ての学部等が満たすことが必要ですが、学問分野の特性等に
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【担当課長】高舗育灘の敦散負鵬澗制剛主任大輔鞘鵬豊(蝋)■‘ (直通)■■■(鶴)■■■■
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(答）

とす1 ．

る方針であり、例えば、 4年制大学では、 4年間で13単位以

上配置することになります。

（参考） 13単位＝124単位の1割。

..なお、 「1割」と設定したのは、 4年制大学の場合、 4年間で

修得が必要となる単位数は124単位、 1学年平均で31単位と

なるところ、

r- 2

0

いて実務経験のある教員が担当している科目を受講できるよう

配置することを求める予定であり、

全ての大学等、学部等を対象とした最低限の基準としては、
、

妥当な水準と考えています｡．

（
～｡←

9

【担当識】高等縮繩の縮雛鶴鯛制剛錐大学改鞘雛豊(内綴)■(直通)■■■(齢)■■■■

震蔬司
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更問4外部理事の複数配置の要件を設ける趣旨如何。 19．4．03

論挺悶旨
(答)

1 ．大学等の設置者の理事に学外者を含めることは、高い見識を持１
１ つ学外の専門家や有識者の参画により、 玉IR

や知見を大学等の運営に適切に反映させつつ、適正な意思決定や

量辺重盟i塗堕躍堤進篁亀_本堂里壁鎚遡堕幽旦≦童義を有し
ますb

2．学外者を複数含めることで、 割lC

>学等の運営により反映させ、 車呈6 庵朋』
、

「理事」に外にな員と考えており、今回の支援措置においては､ ‐ｴ理塾」
部人材を『複数」置いていることを求め壷こととじています。
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【担当雛】高等縮段階の教韻負担鰯新制度門主駄学鱸官鵜豊(内線)■（戯)■■■（鶴)ﾛ■■■■ 、
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(答）

1 ．今回の支援措置においては、支援の対象となる学生について、

こととしています。

として、大学等にお2． らたのF

いて、成績評価基準を定め、厳格かつ適正な成績管理を実施 公■

表していることを求めることとしたものです。〆‐

ー

一

■■

愚
【担当課長】高等縮鵬の敦韻負鴎鯛制剛主駄報革官鶏豊(蝋)■(灘） (携帯）

↓
、

、

更問5厳格な成績管理の要件を設ける趣旨如何。 194，03



１
１

〃

更問6財務・経営情報の開示の要件を設ける趣旨如何。
』

19‘4．0

赤睡咋
(答）

1 ．大学等は、

の処理を行うこととなるため、本堂簔里勉塗_呈鐘童画重空重盟i塗

を確保する必要があります。
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2．また、教育課程の編成や卒業の認定に関する方針、入学者受け

入れ、 進学・ 就職の た状況といつ 、 教育活動に係る情について
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r)弩を受けられる環境を整えることが必要です。
←

〃

3． これらのことから、財務・経営情報としても財務諸表等の情報

や教育活動に係る情報を開示することを要件とすることとしてい

塑二。

(~）
－－"’

」

【担当課長】高舗育雛の教韻負鯛翻剛主倣学騨官雛豊(鵬)■(直遡■■(齢■■■■
●
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厨藪諺署刀19．4‘03

平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会 ・

中川正春氏（立憲）

問5高等教育無償化の対象となる大学等の確認について、大

学等の設置者が求めた場合に初めてなされる申請主義を取っ
ている理由如何。仮に設置者が確認を求めてこないこととな

ると、その学校の学生が不利益を被ることとなり、不合理で
はないか。

(答）

1 ．今回の支援措置においては、支援を受けた学生が大学等でしっ

かりと学んだうえで､社会で自立し､活躍できるよう､学問追究と
実践的教育のバランスが取れている､質の高い教育を実施する大
堂簔を対象とすることとしています。このため、授業料等の減免

一一

1

真二ゑこととしております。

このため、減免費用の交付を希望する大学等の設置者からの申

請に基づき要件への適合について確認を行う必要があることか

申請主義をとることとしております。
～

b、

2．文部科学省としては､萱本堂簔璽遜閨臺性璽趣宣堂土堂翌遡△
現在の取組を適切に充実させることを通じて円滑に準備を進めて

｝
ー〆

いただくことが重要と考えています。

このため､捲関要件の確認に当たってのポイントなどについて、

大学等に示す左ともに、 説明会を開催するなどしてきたところで
すが、

さらに多くの大学等が要件を満たし､支援の対象となることで、

より多くの学生に支援が行き届くよう、_層の周知や説明に努め
てまいります。

【担当課長】高等教育段階の敦韻負担鞠鯏剛主任大学改革官鵬豊(内線)■ (直通)■■■■(齢)■■■■■
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19‘4．03 厨藪添蓼署刀
平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

中川正春氏（立憲）

1

》

問6 修学支援法案における機関要件は、大学の設置基準とは別
個のものという理解で良いか。

(答）

1 ．新たな支援措置の対象とする、 I育機関にソ】伝

の稲催 を図っている
】

こ
■■

茸
■ ■

の壽凹篭

ところです。 r;』

~一

と

これらの制度を前提とした上で、2．今回の支援措置においては、

支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立
よっ、
ー

し、 活躍できる

することとしています。
I

’

(参考）高等教育無使化の制度の具体化に向けた方針(H30. 12.28)

大学等の要件（機関要件）

○大学等での勉学が職業に結びつくことにより格差の固定化を防ぎ、支援を受け

た学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになる

という、今般の高等教育の無償化の目的を踏まえ、対象を学問追究と実践的教育

のバランスが取れている大学等とするため、大学等に一定の要件を求める。
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【担当雛】高舗育雛の縮費負担纈澗度P1主任大軸革官鵬豊(内線)■■(直通)■■■（雛)■■■■■
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厨藪瞬刃19．4．03

平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

中川正春氏（立憲）

今

問7機関要件を充足できず確認を受けられない大学等はどの

程度存在するのか。

(答）

1 ．具体的にどの程度の大学・短期大学・高等専門学校・専門学校

が要件を満たし､支援の対象となるかは､現時点では分かりかね

型二が、大学等にとっては、現在の取組を適切に充実させること
と考えており、多くの大学等にこれをで

r-
満たしていただくことを期待しています。

2．文部科学省としては、多くの大学等に要件の趣旨をご理解いた

筵室、申請に向けて準備を進めていけるよう、今後とも、制度の

周知や説明に努めてまいります。
、

、

ー事門学橦については、学校の規模や運営の状況が多様で
あり、機関要件に対する現在の取組状況にも差異があること

から、要件を満たすために必要な準備の程度も学校によって
大きく異なっていると認識していますが、従来の取組を適切

（
に充実させることにより、必ずしも－

ではないと考えています。

勺鰯鯉

(参考）高等教育機関の学校数（平成30年度学校基本調査）

・大学782校(学部学生数約276万人).短期大学331校(学生数約14万人）

･高等専門学校57校(学生数約2万人)専門学校2805校(学生数約59万人）

＝

【担当識】高舗育段階鰍韻負担轍鮒剛主任大学改革官鵬豊(鳩)■■(直通>■■■(雛)■■■
〆

ノ
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両薮肩蓼署刀19．4．03 ．

平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

中川 正春氏（立憲）

問8修学支援法案において、設置基準と別に確認要件を要求す

ることで、特に経営要件によって確認を受けられない地方大学

が多数出てしまい、それらの大学が「駄目な大学」というレッ

テルを貼られ、経営困難に拍車がかかるのではないか。

(答）

1 ．委員ご指摘のとおり、

とは認識しております。

文部科学省としては、

地方において経営が厳しい大学があるこ

○句

これまでも、経営悪化傾向にある学校

を行ってまいりま

したが、昨年7月に経営指導の充実に関する新たな通知を各学

校法人に発出したところです。
本通知を踏まえ、本年度から、新たな財務指標を設定し、法

経営改善に向人の自主的な経営改善を一層推進するとともに、

けた指導を強化することとしています。
(参考)H30.7.30付文部科学省高等教育局長通知

「学校法人運営調査における経営指導の充実について」

2．その上で､今回の支援措置では、新たな財務指標も踏まえ､塾 ○
青の質が確保されておらず、大幅な定員割れとなり､経営に問題
がある大学等について、実質的に救済がなされることがないよ

１
１
１

対象となる大学等に-定の経営要件を設けることとしていまう、
一

す。

(参考）経営に課題のある法人の設置する大学等の取扱い(H30. 12.28)

○ （略）次のいずれにもあたる場合は対象としないものとする。

・ 法人の貸借対照表の「運用資産一外部負債』が直近の決算でマイナス

・ 法人の事業活動収支計算書の「経常収支差額」が直近3カ年の決算で連続マ

イナス

． 直近3カ年において連続して、在籍する学生数が各校の収容定員の8割を割

． っている場合

医貢河
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19．4．03
や

3，

学生を受け入れる大学等の経営は継続的かることができるよう、

つ安定的に行われるべきものであり、このような観点からも、経
一

営要件の設定は必要な措置と考えています。

〆一四
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【担当識】高舗育段階の縮費負担鞠鯏度PT主歓報革官鷆豊(")I■■ (直通)■■■■(鵬)■

2
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19．4．09
夕

魎亟壼藝］ ヂ

平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

吉良州司氏（国民）

問16実務経験のある教員による授業科目に関する要件につ

いて、実務経験そのものよりも、社会との繋がり等の面で学

生が関心を持ち、学力向上に直結するような内容が重要なの

ではないか。

(答）

1 ．実務経験のある教員による授業科目については、社会で自立
し、活躍できる人材を育成する上で、学問追究の観点とともに、

実際の社会のニーズに対応した経験に基づく、実務の観点を踏ま
(へ｝

えた教育も重要であることから、学生がこうした授業を履修でき
る環境を整えることを求めるものです。

2． したがって、単に学外での勤務経験があるだけでなく、担当す

’
る授業科目の を有している者が、そ

の経験をナ分に授業に活かしつつ、実践的教育を行っている授業
斗目であることが重要です。

3．この要件を通じて、 自らの実務の経験を踏まえ、授業の内容と

を交えながら、学生の興味・関心を集め、 r~)
〃
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社会で自立、活躍できる人材を育成する、優れた授業が行われる
ことを期待しているところです。

、
、

》

一

、おな□４ 必ずしも実
オムニバス

形式で多様な企業等から講師を招いて指導を行う授業や、学外で

のインターンシツプや実習研修を中心に位置付けている授業な
どもこれに含むものとする予定です。

腿豊鯛繍卿撤蝋溺繩'剛掌縦雛豊(鯛I■剛■■■！
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隼r副I〃

(答）

全ての学部等がこの要件を満たすことが必要ですが､ご指摘の1

ような、学問分野の特性等により、この要件を満たすことができ
ない学部等については､大学等がその理由等を説明0公表するこ

． とで要件を満たすこととする予定です。

【担当雛】高鞠柵鰍識負担鰯綱剛主献学職雛豊(鵬)■(直通)■■(淵)■■■

「

更問2 「実務経験のある教員が担当する授業科目」をどの程

度、配置する必要があるのか。

(答）

1 ．設置基準で定める卒業に必要となる標準単位数の1割以上とす

る方針であり、例えば、 4年制大学では、 4年間で13単位以上

（＝124単位の1割）配置することになります。

2．なお、 「1割」と設定したのは、 4年制大学の場合、 4年間で

修得が必要となる単位数は124単位、 1学年平均で31単位と

なるところ、1年間で3－4単位に相当する授業科目（1～2科

（
一

目)lこついて実務経験のある教員が担当している科目を受講でき

るよう配置することを求める予定であり、全ての大学等、学部等

を対象とした最低限の基準としては、妥当な水準と考えていま

す。

【担当雛】高鞠育雛の敦韻負担謝鯏剛主倣報鞘鵬!豊(鯛)■(戯)■ ｜ (獺)■■■■

2

更問1 文学や物理学など学問分野については、要件を満たせな

いのではないか。
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19．4‘03

岡蔵府蓼署刀
平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

岡本充功氏（国民）

問1 修学支援法案について、現在、機関要件を満たさない

（経営に課題のある）大学数はいくつか。

’
(答）

1 ．経営状況に関する要件については、

る直近3カ年の決算(注')や、 (注2）
重遡逝の収容定員充届

するため、この要件に該当して支援の対象とならない大学等の数

<‐
～一戸難です。

(注1）

(注2）

2016～2018年度決算
。，

2017～2019年度収容定員

（更に問われた場合）

2．塁壁遡握亜堕直逗_且_左笙里迭篁(注3)や、収容定員(注4）
で仮に当てはめてみると、「3つの要件の全て』に該当する大学

ですが、確認を行うのは2019年度であ

ることから、実際にどのようになるかは不明です。

(注3） 2015～2017年度決算

(注4） 2016～2018年度収容定員
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厨天国
平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

岡本充功氏（国民）

2経営（財政や会計基準）と教育の質の間の関係性

さあるのか。 （議員は、今回の高等教育無償化の機震

要件は教育の質に関するものだけでよく経営面の要件

|ま不要で、また、機関要件によって新制度の対象外と
ぼった学校から国が訴えられることも有るのではない

(答）

1 ．今回の支援措置については、支援を受けて進学した学

生が、 しっかりとした教育環境の下で聖安心して勉学を

修め卒業することができるよう、学生を受け入れる大学

等については、経営が継続的かつ安定的に行われるとこ

ろを対象とすべきと考えています。

2．文部科学省では、これまでも、経営悪化傾向にある学

校法人に対して、経営改善に必要な指導・助言を行って

まいりましたが、昨年7月に経営指導の充実に関する新

たな通知を各学校法人に発出したところです。

本通知を踏まえ、本年度から、新たな財務指標を設定

し、法人の自主的な経営改善を一層推進するとともに、

経営改善に向けた指導を強化することとしています。
(参考) H30.7.30付文部科学省高等教育局長通知
｢学校法人運営調査における経営指導の充実について」

3．その上で、今回の支援措置では、新たな財務指標も踏

教育の質が確保されておらず、大幅な定員割れとまえ、
■■■■■■■■■■■■■■■■

なり、 経営に問題がある大学等について、実質的に救済

がなされることがないよう、対象となる大学等に一定の
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

経営要件を設けることとしています。
ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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(更に経営要件の詳細について問われた場合）

1 ．今回の支援措置では、

｢運用資産一外部負債」が直近・ 法人の貸借対照表の

の決算でマイナス

・ 法人の事業活動収支計算書の

近3カ年の決算で連続マイナス

｢経常収支差額」が直

. 直近3カ年において連続して、在籍する学生数が各

校の収容定員の8割を割っている場合

の「いずれにも」あたる大学等を対象機関としないもの

とする予定です。

2．文部科学省としては、今回の支援を受けて進学した学
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(更に大学等に訴えられるのではないかと問われた場合）

1 ．今回の支援を受けて進学した学生が安心して勉学を修

め卒業することができるよう、学生を受け入れる大学等

の経営は継続的かつ安定的に行われるべきものであり、

経営要件の設定は必要な措置と考えています。

2．いずれにしても、文部科学省としては、要件の趣旨を

しっかりとご理解いただけるよう、今後とも制度の周知

に努めてまいります。

【担当課長】高等教育雛の教育費負担翻鯏度PT主任大学改革官鍋島豊(内線)■(直通)■■(鶴)■■■■■
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、 19．4．03

平成31年4月3日(水)衆｡文部科学委員会
づ

中川正春氏（立憲）
Ｉ

問S授業料等の無償化は、親の所得が低い家庭の学生
を支援するものとして意義があるものの、国際人権規
約の趣旨に従い、将来的には所得制限を廃止すること
を目指すという理解で良いか。

(答）

1 ．無償化の対象範囲にかかわらず､これまでも、希望者全

員に対する貸与の実現など無利子奨学金の充実を進めて

きたところです。

また、経済的理由から奨学金の返還が困難となった方に

は、返還の期限を猶予したり、将来の収入に応じて返還で

きる制度を導入したりするなど、きめ細やかな救済措置を

,／一ー､

（ ）

講じ、高等教育への進学の支援の充実を図ってきたところ

です。

2所得制限を廃止し、給付型の対象を拡大することについ

ては、

。 低所得世帯以外は貸与型奨学金の拡充により進学機会
が開かれていること

。 高校卒業後の進路が多様であり、進学せずに働く者と
の公平性に留意する必要があること （ ）

、-〆"

を十分に踏まえ､慎重に議論する必要があります。

s、いずれにせよ、国際人権規約において、無償教育の具体
的な方法については特段の定めをしておらず、その範囲や

方法を含め具体的にどのような方法をとるかについては

加盟国に委ねられています。

文部科学省としては、今後とも、財政や進学率等、その

時々の状況を総合的に判断しながら、適切に対応してまい
、

ります。

【担当課長】高等教育局学生’留学生課長塩崎正晴(内線)■■（直通)■■■■（携帯）

1
●



厨雨19．4．03．

平成S1年4月s日（水）衆。文部科学委員会

岡本充功氏（国民）

、

問S今後、財源次第では修学支援を拡大するのか。

(答）

1 ．高等教育の無償化については、経済状況が困難な家庭

の子どもほど大学等への進学率が低い状況にあることなど

を踏まえ、真に支援が必要と考えられる低所得世帯に限つ
て実施するものです。

2．－方、無償化の対象範囲にかかわらず、これまでも、〆ー～

希望者全員に対する貸与の実現など無利子奨学金の充実を

進めてきたところです。

また､_経済的理由から奨学金の返還が困難となった方に
は、返還の期限を猶予したり、将来の収入に応じて返還で

きる制度を導入したりするなど、きめ細やかな救済措置を

講じ、高等教育への進学の支援の充実を図ってきたところ

です。

S.今回の支援措置の対象をさらに拡大することについて

は、必要な財源の確保に加え、

｡低所得世帯以外は、貸与型奨学金の拡充により進学機会i、_ノ

が開かれていること

｡高校卒業後の進路が多様であり、
公平性に留意する必要があること

進学せずに働く者との

を十分に踏まえる必要があります。

4．文部科学省としては、今後とも、財政や進学率等全そ

の時々の状況を総合的に判断しながら、適切に対応して

まいります。

【鵬雛】鵬縮鮮生.群生雛馴踊(棚■■値圃■■■■(淵■■■／



19．4．．03

厭園
平成31年4月3日（水）衆。文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

今

意欲力、 4ｮ窓すると@

の牛牛例言

(答）

1 ．今回の支援措置の対象者につきましては、高校在学時の

成績だけで否定的な判断をせず、高校等がレポートの提出

一一一 息や面談等により進学前の明確な進路意識と強い学びの＝

/〆ヘ､
1

塾があることを高校等として確認いただくこととしてお
ります。

2これらを確認していただくに当たっては、学校等の判断

がばらつくことのないようにすることが重要であると考

えており、罐認の観点や実施方法等を盛り込んだ手弓佶を

文部科学省において作成し、学校等へ示すことを考えてお

り、これにより適切な運用がなされるよう努めてまいりま

す。

卜
Ｊ
０
ｂ
Ｊ
‐

《

ｆ

）

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内繍)■■（直通） ■(携帯)■■■■■

1



睡固19．4．03
一

平成31年4月S日（水）衆。文部科学委員会

塁1ノ皇″、■

襲いのか。

言′、 ！ ．胃忍は計

よい〃であれに

例間下善献母

r－

1 ． 高卒認定試験を受けて大学等に進学される場合におい
ても、進学前の申込を受け付けることとしています。

2この場合の学習意欲の確認方法については、具体的な方
法を検討しているところですが、 高校を通じて申込を行う
学生との間で不公平が生じないようにしたいと考えてい
ます。

【鵬課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■値通！ （携帯)■■■■（
～二

｡



19，4．03

平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）
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問2－s意欲の確認は客観的な判断が難しく、経済

的要件のみで判断すべきではないか。 （議員は、意

欲確認は意味がなく、要件としてやめるべきである

との考え）

(答）

1 ．経済的に困難な状況であっても､意欲があれば大学等へ

今回の支援措

学修意欲を確

進学できる機会が開かれるようにするため、 r，

置については、高校の成績だけで判断せず、
～ー

’
認して対象とすることとしています。

2． こうした支援対象者について、国費による支援であるこ

とを踏まえ、進学後は十分な学習状況等をしっかり見極め

ることとしており、単位の修得状況などが基準を下回る場
一

合には、支援を打ち切ることとしています。

ｑ
Ｉ
３
１
ｑ
０
１
Ｇ
０
Ｑ
８
Ｄ
０
９
４
″
４
９
吋
ｄ
９
Ｇ
ｑ
８
１
１
ロ
ロ
日
ｑ
■
〃
１
日
４
凸
■
９
６
甲
も
Ｈ
ｇ
４
１
■
Ｔ
■
Ｉ
伊
１
１
■
ｌ
Ｉ
３
▼
も
■
１
９
●
●
一
Ｕ
ｆ
ｆ
、
３
６
■
ｆ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
抄
▽
；
ｄ
ｄ
ゼ
モ
■
■
ｑ
ｒ
々
Ｇ
ｑ
Ｊ
６
１
０
１
２
１
●
ｑ
Ｉ
０
４
ロ
リ
ロ
２
８
ｑ
リ
マ
ｑ
ｄ
ｏ
Ｊ
“
こ
り
①
４
１
●
１
７
１
，
ｊ

S. これを踏まえ、支援対象者については、経済的な観点の
○みならず、高等学校における進路指導において、進学にか

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

･かる適性と意欲を的確に確認することは重要と考えてお

り、こうした観点での適切な指導がなされるよう、周知を

図ってまいりたいと考えています。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内綴)■（直通)■■■■■■（携帯）
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岡天国
平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

(答）

1 ．今回の支援措置においては、支援を受けた学生に対して、

大学等への進学後、修得単位数や学業成績が一定の要件を

満たさない場合には「譽告」を行い、これを連続して受け
■■■■■■■■■■■■■

●

た場合には支援を打ち切ることとしています。

2． この要件は、公費による支援を受けた学生が大学等でし

っかりと学んだうえで、社会で自立し、活躍できるように

なるために必要なものとして設定することとしているも

のでありますが、この要件に依らず、自らの強い意欲と努

力をもって志望の大学等を目指していただきたいと思い

ます･

3．そのためには、高校等における適切な進路指導が大変重

皇となりますので、文部科学省としても、高校等における
進学前の明確な進路意識と強い学びの意欲の適切な確認

をお願いしてまいりたいと考えています。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通)■■■■■(携帯)ロ



厨藪肩琴琴刃
平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問9単位が取得出来ているのに支援が打ち切られるとなると

大学の単位制度の意味がなくなるのではないか。

(答）

1 ．今回の支援措置においては､支援を受けた学生が大学等でしっか

り学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになることが重要

であると考えており、進学前の明確な進路意識と強い学びの意欲

や進学後の十分な学習状況をしっかりと見極めた上で学生に対し

て支援を行うこととしています。

2．このような考え方により、大学等への進学後は、単に単位を揃え

て卒業要件を満たせば良いとはせず、

修得単位数が標準の6割以下の場合、①
②
③
GPA等が下位4分の1の場合、

今
ロ
一

のいずれかの場合には大学等は｢薑告」を行い、それを連続で受け

た場合には支援を打ち切ることとしています。
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【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■（直通)■■■■(携帯)■■■■■

1



厨薮鯵琴刀、19．4．03

平成31年4月3日（水）衆．文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

卜位4分の10

競るのではなL 教員は、絶対評価で兎

競ならなくなるのでは漁

(答）

1．今回の支援措置においては、大学等への進学後､修得単位数や

学業成績が一定の要件を満たさない場合には『警告」を行い、こ

れを連鍾_匹量!±進塁食には、支援を打ち切邑こととしています

が、例えばGPA等が下位4分の1である場合には、 「警告」を

一
．

』

行うこととしています。

2． このため、大学等に対しては、下位4分の1に該当するかの確

認に当たって、GPAなどの成績評価の「客観的指標」の設定を
求めておりますが、大学等の 古IHI1 ．．

、各大学等にお主喧I巫水α]~L舟づ0つで

いて適切に成績評価の基準を定め､運用していただくことを想定
しています。

〃

ダ

幸
一

Ｉ

(参考1)GPA(GradePointAverage)

客観的な成績評価を行うため、授業科目ごとにO～4などのポイントを付した上で
学生ごとの成綴の平均を算出すること。

例えば、5段階(A,B,C,D,E)で評価し、それぞれに対して4,3,2, 1,0の
グレード・ポイントを付与し、この単位当たりの平均(GPA)を算出する。

(参考2）

学士課程教育の構築に向けて（答申） （平成20年12月24日中央教育審議会（抄）
このため，教員間の共通理解の下，各授業科目の到達目標や成績評価基準を明確化

罫審目.Y

J】罠0 01m

1



19.4.03
(参考3）

平成29年度文部科学省高等教育局委託事業『国内大学のGPAの算定及び活用
に係る実態の把握に関する調査研究』報告書

GpAを導入している大学の割合(H29)…92.2%

１
１

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内綴)■■(直通） （蝋)■■■
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19．4．03 . 匪函
平成31年4月s日（水）衆。文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問1 1 これでは、成績評価の仕方に国が口を挟むこ

とになるのではないか。政府が教育に介入し、大学

の自主性や学問の自由を侵害することになるのでは

ないか、大臣の見解如何。

(答）

1 ． GPA等の成績評価基準に基づく組織的な学習の評価
の重要性については、これまでも平成20年の ｢学資課程

〆一一､

教育の構築に向けて」といった中央教育審議会の答申にお
I

いて指摘されているところです。

2．また､既に多くの大学で取り入れられているものであり 、

個々の評価に介入するものでないため､学問の自由を損な
うことにはならないと考えております。

(参考1)GPA(6radePointAverage)

客観的な成綴評価を行うため、授業科目ごとにo～4などのポイントを付した上で
学生ごとの成績の平均を算出すること。

例えば、5段階(A,B,C,D,E)で評価し、それぞれに対して4,3,2, 1,0の
グレード・ポイントを付与し、この単位当たりの平均(GPA)を算出する。

一一
、

ｊ
１
１
，
℃

(参考2）

学士課程教育の構築に向けて（答申） ． （平成20年12月24日中央教育審議会） （抄）

このため，教員間の共通理解の下，各授業科目の到達目標や成績評価基準を明確化

J】二平1m

(参考3）

平成29年度文部科学省高等教育局委託事業『国内大学のGPAの算定
係る実態の把握に関する調査研究』報告書

及び活用に

『。1 凸．．【且己刀 口J圧

夕

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内綴)■■(直通)■■■■(携帯)■■■■



19．4．03

厨藪肩蓼詞’
平成S1年4月3日（水）衆。文部科学委員会

吉良州司氏（国民）

巧

（答）

1． 今回の支援措置は、家庭の経済事情に関わらず、子供たちの

臼疋剛妊干U剛きせ9，

ﾖ的を確認するとのこ

h-ず‐畷昧なのでIまオ

ま一帖
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「､
自らの意欲と努力によって社会で自立し､活躍できるよう誰もが ~

になることを目的としています。
－

2． これを踏まえ、支援対象者につきましては、高校在学時の成績

だけで否定的な判断をせず、高校等がレポートの提出や面談等に

より進学前の盟進莚進遥童謹と強い学びの意欲があることを確認

することとしております。
一寺

3． これらを確認していただくに当たっては、学校等の判断が畦

つくことのないようにすることが重要であると考えており、壁認 (~ノ

の観点や実施方法等を盛り込んだ手引きを文部科学省において作

成し、学校等へ示してまいりたいと考えております。
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4．また、大学等への進学後は、修得単位数や学業成績などの堂豊

状況に係る客観的な基葬 を定め、 これを満たさない場合には支揺

を打ち切量方針としており、これらにより適切な者に対する支援

が可能になると考えております。

【担当課長】高等教育局学生．留学生課長塩崎正晴(内線)■■． （直通)■■■■■■（携帯）
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降雨19，4．03

平成3，年4月3日（水）衆。文部科学委員会
初鹿明博氏（立憲）

4

←←

問2 「真に支援が必要な低所得者世帯の者」の「真

に」に当たるかは、経済的な理由のみで判断するの

か。意欲等も確認するのか、大臣の見解如何。

（議員は、意欲等の確認について、生徒個々人の心中を
適切に把握し評価できるのかとの問題意識。 ）

(答）

1 ．今回の支援措置は、経済状況が困難な家庭の子どもほ ○

ど大学等への進学率が低い状況を踏まえ、 僅壁陸1蓋遜
世壷の学生に対し、授業料等減免と給付型奨学金をあわ

せて措置するとともに、住民税非課税世帯に準ずる世帯

の学生についても段階的な支援を講じることとしています。

2． こうした支援対象者ついては、経済的な観点のみなら

ず､本人の学習意欲や進学目的を確認することとしてい

ます。

S.高等学校においては、かねてより教育活動の一環とし

て行われている進路指導において、卒業後に進学を希望
○

する生徒については、学習意欲や進学目的等を確認して
いるものと認識しており、

また、今回の支援措置については、進学後は十分な学

習状況等をしっかり見極めることとしていることから、

高等学校における進路指導において適性と意欲を的確に

確認することは重要であり、こうした観点での適切な指

導がなされるよう、周知を図ってまいりたいと考えてい

ます。

1



厩題，19．4．03

平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

汀

問ら新たな支援措置が導入されることで、国立大学が

これまで行ってきた授業料減免は、新制度に切り替え

られるということか、大臣の見解如何。

(答）

1 .現行の各大学等における授業料減免は、各大学等それぞ

れが定める認定基準に基づいて､多様な形で行われている

ため､収入基準や控除の考え方や世帯の定義等が大学ごと〆
‐

に異なります。

2. 2020年度以降の授業料減免については、国公私を通じた

統一的な新制度として､真に支援が必要な住民税非課税世
一

帯及ひこれに準ずる世帯の学生に重点化しつつ､低所得者
各大学が、これに加層の進学率上昇を目指すもQですが、

えてどのような対応を行うかについては､各大学それぞれ

が検討・判断し、新しい基準を策定していくことになる.と

考えております。

3．まずは、現在各大学において授業料減免を受けている学
モー

生が新制度の施行によりどのような影響を受ける畑こつ

いて、国としても各大学の状況を把握し、精査してまいり

たいと考えております。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■（直通)■■■■■■■（携帯)■■■■■

麺
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I

●

(答)

1 ．全凰里逝劃塵においては、真に支援が必要な住民税非課
税世帯及びこれに準ずる世帯の学生を対象としており、単
なる年収ではなく、住民税制度に準拠した所得基塞として

いる一方、現行の各大学等における授業料減免は、各大学
I

等が定める認定基準に基づいて多様な形で行われている
収入基準や控除の考え方、世帯の定義等が大学ことため、

それぞれの制度の対象者を精綴に比較に異なゑことから、
rへ）

することは困難です。

2．新制度においては、日本学生支援機構の奨学金利用者等

~…

から推計したところ、 、

このうち、非課税世帯約2万人程度、非課税世帯に準ずる

世帯約2万人程度が対象になゑものと考えております。
(注）進学率上昇を見込んだ場合で約8万人程度（非課税世帯約4万人程度、非課税世

帯に準ずる世帯約4万人程度）
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S.一方､国立大学における現行の授業料免除者の平成30年 ○
度の実績は約42万人ですが、このうち、私どもが大学に
問い合わせて集計したところ、住民税非課税世帯の学生数

l主麹_L_a_互▲､住民税非課税を超える所得水準の世帯の学
生数は約27万人となっておりますが､現行制度の対象者

と新制度の対象者を一律に比較することは困難です。 〆
Ｉ
『

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通)■■■■■■（携翻■■■■■■
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更問2新制度の対象者となり得る非課税世帯に準ずる世

帯2万人と、現行制度の対象となっている住民税非課税

を超える所得水準の世帯の学生数2．7万人の差分の0．7

万人が対象外となるのか｡ ‘ 19.4.03 淋息噸も
(答）

1 ．私どもが調査の上で申し上げられるのは、先ほど申し上

げたように、

・ 現行制度の対象となっている住民税非課税を超える所

得水準の世帯の学生数は約27万人

・ 現在の進学者ベースで新制度の対象者となり得る非課
一一

（
税世帯に準ずる世帯は約2万人程度

ということです。

2これらを単純に差し引きすれば約0.7万人となりますが、

・ 新制度の対象者となり得る非課税世帯に準ずる世帯

約2万人程度の中には、例えば、学力基準を満たさなか

ったり、授業料減免制度を知らずに申請しなかった学生

など、現行制度では対象になっていない学生もいると考

えられること

. そもそも現行の授業料減免は､各大学等がそれぞれ定
、． ノ
、一一一’

める認定基準に基づいて､多様な形で行われており、収

入基準や控除の考え方や世帯の定義等が大学等ごとに

異なゑこと
から、現時点で正確な推計は困難であることをご理解いた

だきたいと思います。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■（直通)■■■■■■（携帯)■■■■■
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(答）

1 ．現行の国立大学の授業料免除においても、低所得世帯で

授業料免除を利用していない学生が－定数いるものと想

定されます。
－

(参考）

新制度で推計している非課税世帯2万人は、日本学生支援機構の調査において、低所得世帯

で同機構の奨学金を利用していない者が約3割存在することを勘案して推計している。

「）
、－－筆2． このような学生として想定されるものとしては、まず、

現行の国立大学が実施する授業料減免は家計基準に加え

て学力基準も存在しており、住民税非課税世帯の学生など

家計基準においては基準を満たす学生であっても、学力基

準を満たさないため免除を受けていない学生が存在する

ことが考えられます。

S､また、いくつかの大学に聞き取りを行った結果によれば、

･学生が授業料減免制度を知らず申請しなかった

｡期限までに申請の手続きが間に合わなかった (_」
･民間の奨学金等の支給を受けたため申請しなかった

り
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といった学生が存在すると考えられるところです。

4．いずれにせよ、新制度の導入にあたっては、制度の趣旨
や手続きなどの広報や周知を丁寧に行うとともに、高校や

－

大学に対しても、生徒や学生への周知徹底をお願いするこ

とで、支援の対象となる全員が新制度による支援を受けら

れるよう、努めてまいりたいと考えています。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎噸(内線)■■(直通)■■■■(携帯)■■■(携帯)■■■■■■
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更問4現在、授業料減免の対象となっている者で、新制

度の対象とならない者や、住民税非課税世帯に準ずる世

帯の学生で、現行の授業料免除より支援内容が後退する

者については、経過措置として、少なくともその卒業ま

での間、授業料免除が実施できるよう予算措置すべきで

はないか。 1.9.4.03

諦愈辞
(答）

1 ．現行の各大学等における授業料減免は、各大学等それぞ

れが定める認定基準に基づいて、多様な形で行われており
ましたが、新制度のもとでは、各大学における授業料減免

への公的支援は、新制度の下で､･国公私を通じ、全国で統

一的な基準により、真に支援が必要な住民税非課税世帯及

〆一、

/ 、1

びこれに準ずる世帯の学生に対し、重点的に行われること

になると考えております。

2．今後、新制度の下で、各大学が授業料減免の基準を検討

していくことになりますが、現在、授業料減免を受けてい

る学生で、新制度においては対象とならない学生等も生じ

得るところであり､当該学生の学びの継続を支援する観点

から、現に支援を受けている学生については､減免の事由（

や家計基準の実態や、大学における減免基準の考え方等を

見極めつつ何らかの配慮が必要かどうか検討を試みた

いと考えております。
一

(参考）

現行の授業料免除においても、その認定は、毎年度、毎期ごとに行われているものであ

り、複数年度にわたる在学期間を通じた措置が保障されているわけではない。

【担当課長】高等教育局学生‘留学生課長塩崎正晴(内綴)■■〈直通)■■■■ （携帯)■■■■■■

匡魎と
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更問5新制度に移行した後も、現行の授業料減免で対象

となっている中間所得層の学生も支援する仕組みにしな

いと、国際火権A規約に規定する高等教育の漸進的無償

化に逆行するのではないか。’9．4．03和膨畔

(答）

1 ．新制度が始まる2020年度以降は、 各大学において､新制

度を踏まえてどのように対応するかをそれぞれ検討する

ことが必要となりますが、新制度により、国公私を通じ、

全国で統一的な基準となるため、 （現行の仕組みにおいて

対象となっている）二部の学生が国の支援措置の対象とな 、

らない場合もあり得ると考えています。

2ただし、国連人権規約との関係で申し上げれば、新制度

は、真に支援が必要な学生に対し、確実に授業料等が減免

されるよう大学等を通じた支援を行うとともに、学生生活

の費用をカバーするために十分な給付型奨学金を支給す

るものであり、全体としては､規模や金額が大幅に拡大す
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ものと考えており、臺簔謹宣
の漸進的無償化の趣旨にも適うと認識しております。

○

現在各大学においS.いずれにせよ、文部科学省としては、

て授業料減免を受けている学生が新制度の施行によりど
各大学の状況を把握のような影響を受けるかについて、

し、精査してまいりたいと考えております。
－

ぐず

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■（直通)■■■■■■（携帯)■■■■■

ぢ

～ｰ一－－ゆ一一与今■一一一一一一一一一－一a一~
一一一｡=一一云4今=一一一一勺－－=←▲－－－－，－や一一争年一一一cq一一一一一一一・,一一一一一画一一一一一一ローム上･･ ・ 句雨“･ ･ ●･ ｱ* 角一~－－争挿－~一←宏一一一÷争一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■－



0

19．4，03 …刃
平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

7国立大字の授栗米

の上弓な状況では‐薑

頴仙星刀ロイ【

(答）

住民税制度に準拠した所得基準JLB
ー

一1 お』 としている一方、現行の各

本堂釜E塗｣±至鐘塞韮l遮型主學_豊丞鐙塑塗竺曇認室基塗E基竺
又入基準や控除の考え方、世

2．新制度が始まる2020年度以降は、

踏まえてどのように対応するかをそれぞれ検討することが必要と

なりますが、新制度により、国公私を通じ、全国で統一的な基準

となるため、 （現行の仕組みにおいて対象となっている）二童幽
学生が国の支援措置の対象とならない場合もあり得ると考えてい
ます。 ，

！

、 ノ
･一

3．ただし、国連人権規約との関係で申し上げれば、新制度は、真

に支援が必要な学生に対し、確実に授業料等が減免されるよう大

学等を通じた支援を行うとともに、学生生活の費用をカバーする

ために十分な給付型奨学金を支給するものであり、全陸上LX
は、規模や金額が大幅に拡大することで支援が広がっていふもの

~

と考えており、 と認識しの澗旨

ております｡

【担当課長】高等教育局学生・留学生課長塩崎正晴(内繍)■■（直通） （携帯)■■■■■

I



(局長手持ち）
19,4.C

更問1 平成30年度の授業料免除者の実績のうち、非課

税世帯の学生の数（約1．5万人）はいつ把握したのか。

隠していたのではないか。 称膨噸ワ

(答）

1 ．現行の授業料免除者の平成30年度（前期）の実績は、

各国立大学における同年前期の実績が判明した昨年度の

秋以降、各大学から報告を受けたものです。

｡"一ヘ

（ ）

2．一方、各大学から提出されたデータは膨大であり、また

データの精度を高めるためには全各大学への個別の確認や

ま宣豊E二室璽壁園童臺三二ゑものでありますが､今般の国
会審議の状況を踏まえて作業を加速し､この度、授業料免

除者の総数及び非課税世帯の学生の数の精査が完了した
句

ところです。
■■■■■■■■■■l■■■■■■■■■

L ノ
、一

~



夛笙の致を調査したのであれば､た

ずる世帯の学生の数を調査しなか毛

見行の授業料免除者数のうち、新詣

彗は何人になるのか｡幾4親

、非課税世箒

のか。国立式

(答）

1.現行の各大学等における授業料減免は、各大学等が定め

る認定基準に基づいて多様な形で行われておりますが、多

くの大学では、住民税制度に準拠した所得基準ではなく、

世帯収入を基準として認定を行っていることから、 堂丞裳
においては必ずしも、学生一人一人の住民税制度に準拠r、

した所得額（すなわち課税標準額または市町村民税所得

割額）を把握する必要がなく、データを保有していない場

合も考えられるところです。

2.非課税世帯に準ずる世帯の学生数を把握するためには、

授業料免除を受けるすべての学生から､（市役所が発行す

る）課税証明書を提出してもらい、 当該大学の認定基準に

かかわらず、一人一人に当てはめて計算することが必要と

なりますが、各大学及び学生の負担にも考慮し、これまで１
１

、一

調査していないところです。
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(答）

1 ．新制度が始まる2020年度予算の概算要求を行う、本年

夏頃までに､新制度を踏まえた各大学の対応見込み等も踏

まえ、必要に応じて各大学に調査するなどして、より詳細

な状況を把握していきたいと考えております。
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平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

中川正春氏（立憲）

ゆ

問1高等教育に係る教育費負担の軽減に関する現行制度を前提
とすると、授業料等の減免は親に対する支援と位置付けられる
という理解で良いか。

(答）

1．新たな支援措置は、 甜曲

も 大学等への進学の道を開くため、 家庭からの十分な仕送り等、

を受けにくい低所得世帯の堂圭里鋤篁担窒塗迩二錘を行
うものです。

r、

2．現行も､機関補助として国から経費の支援を受けて､高等教育
鐙呈旦彗エ堂圭1三封は、

する支援となっているところであり、

同様の仕組みとなります。

≦
た場合）

おいては、親が子ど弓

あることからすると、

親が子どもの学費を負担するという習慣

意味合いをもつことについて、否定するものではあ

【担当職】高翰育繩の教韻負擁職制度P1主猷学改鞘鵜豊(内制■■(蝿)■■■(雛)■



19．4，03 厨藪爾蓼署刀．
平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

吉良州司氏（国民）

グ

問3今回の支援額では、私立大学医学部への進学希望に応え

られないのではないか。 ．

(答）

1．国立大学等の授業料については、学部や専攻分野によらず、一

律の標準額が規定されているが、私立大学等の授業料について
大学・学部・学科等の教育プロクラは、設置者の裁量により、

ムの特性等に応じて、異なる授業料が設定されています。
〆一

（

2．分野別授業料の設定については、
◆

①学校種ごとに、学問特性に応じた分野区分で上限額を設定
(注）こなる恐れがあるすれば、 制度が桧 I

吾専攻分野における適正な授業料、標準的な② 篶料につい

ての合意形成がなされていない

といった課題がある。

（注）仮に2～3の区分にまとめようとすれば、分類が困難なプログラムも存在し、

各学校種や学問特性の違いを勘案できない恐れがある。

（大学）人文科学、社会科学、理学、工学、農学、保健、家政、教育、芸術、

商船、その他（教養学、総合科学、教養課程（文科、理科） 、国際関係

学、人間関係学、その他）

（専門学校）工業、農業、医療、衛生、教育・社会福祉、商業実務、服飾・家

政、文化・教養
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4． こうした課題を踏まえ、今回の措置においては、私立大学の授

業料減免上限額の設定については、

の水準を勘案して墨専攻分野に関わらず一定の加算を行うことと

しています。

(参考）

医学部生に対しては、各地方自治体が修学資金を貸与し、所定の要件を満たせばそ

の返還を免除する各種支援制度を実施している。

【担資課長】高翰育局学生.群生雛鱗踊(内纈■■値通)■■■■(雛■■■■■ 0
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19．4．03 厨藪蒋瓢
平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

中川正春氏（立憲）

問g高等教育無償化について、公立の大学等については設

置する自治体が全額負担し、私立専門学校に係る授業料等

・減免の費用は国と都道府県で2分の1ずつ負担する制度設

計となっているが、全ての学校種について国が全額負担す

べきではないか。

(答）

全国知事会はじ今回の支援措置にｲ,､る費用 担については、11

め地方団体と政府との間で、関係閣僚が出席し、協議を経て決
定しておりますが、

教育無憧化に関する国と地方の協議計2回(11/21(木)、12/3(火）

。 公立大学筆については、都道府県又は市町村の判断により設

眞_:鴎されており、三延窒重鼠三越壁璽這這』基_且、公立
受業料の減免に要する費用が措置されております。大学等の

一
。州

、はてい
、
お

っ
と
て

に
こ
え

一

一■

P

ー

消費税増収分今回の支援措置の財源については、2その上で、今回の支樹

童至ｴゑこととしており、
・地方交付税も増加し、 力

ることとなります。

地

地方消費税莞の引き上げにより消

方においても確実な収入増が図られ

aこのことを踏まえて、公立大掌簔については塑互越鎚篁

追、払立薑国難については凰圭蝿歴匙近生することにつ
いて、独方の理解を得たものであり、その内容を法案に明記し

進圭里です。

1
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(更に国・地方の負担額について聞かれた場合）

（答）
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．
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｡一

は、減ﾀ免グ の所竺 喜遇1 ． Ｏ

Ｂ一■

昇すると仮定Lて、払塞臺園堂撞については、国皇遜道歴星重量
大mQ億円（国・都道府県で300億円ずつ折半） 、全峯躍に
ついては、地方で最大200億円程度と想室しているところです。

0

(更に国・地方それぞれの消費税率引き上げに伴う増収額について

聞かれた場合）

（答）

1 ．本年10月からの消費税率引上げによる平成31年度の増収額
については、消費税については約1． 3兆円、地方消費税につい

ては約o、 1兆円と見込んでおり、国税・地方税合計で約1． 4
兆円となると聞いております。

戸､．

( 1
、一． ,

2． また、 （来年度の税収を見込むことは現時点で困難である

が）平年度化した場合の増収額について、 .31年度予算をべ一
２
１
１
Ｆ
。
８
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↓
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９
０

､謹費税約3．4兆円、塑友道宣
、》
或
一

4－ 6引臘円と距艮名

C

(参考）地方負担分の財源措置について

(※幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針（平成30年12月28日関係閣僚合意）

より抜粋）

6．財源

（地方財政計画及び地方交付税の対応）

○今般の高等教育の無償化に係る蝉方負担については､型方財政計画の歳出に
全額計上し、一般財源総額を増額確保した上て､個別団体の地方交付税の算定
に当たっても､地方負担の全額を基準財政需要額に算入すゑとともに、塑友道

費税の増収分の全額を基準財政収入額に算とする。

【魍識】鯛舗鰡0執瀬棚湘瀧P1 主倣輔輔鵬豊(A§)■(蝿)■■(柵)■■■■■

〈 2

一一一一一

－－●一告与■一一凸－4－今二一△卓●上ニュー三一一一
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(答）

一

一
つ伴

』
垢
一を。1

消費税引き上げ分であるのに対して、

に収入増はない ‐点で、両者は異なっ，両者は異なっております。

制度面でみても、今般の高等教育無償化は、低所得者2．加えて、

に対する支援策として されるものであり、入

･璽行の授業料減免（機関補助）と同様の枠組みで実施されるもの

であること、
へ

（

･教育の質の確保に資するよう、 対象機関に一定の要件を課すもの

であること、

から、 『授業料の減免措置については……専門学校に交付する」
こととされています（新しい経済政策パッケージ） 。

3． これに対し、高校無償化は、

･対象となる高等学 麦を限定せずに幅広く 後期中等教育段階におい

て学ぶ生徒への支援を行うために、

ものであること、

個人補助として剣寵している

～一

◎す
、
ま

と
り
こ
お
一
一、
■
，
｛
刎
麺

3

更問高校無償化については、全額国庫負担ではないか。
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１
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(参考）高等教育の無償化に関する国と地方の協蟻の経緯

＜教育の無償化に関する国と地方の協議＞

構成：全国知事会、全国市長会、全国町村会、

内閣府、文部科学省（※柴山文部科学大臣ご出席) 、厚生労働省、総務省

日程：計2回（11/21 （木） 、 12/3 （火） ）

経緯：

10月25日全国知事会に費用負担案を提示。

（公立：地方全額負担、私立専門学校：国1/3，県2/3負掴

11月2旧教育の無償化に関すお国と地方の協議(第1回）
・費用負担の考え方について提示。
（公立：地方全額負担、私立専門学校：国1/2、県1/2負担）

12月3日教育の無償化に閨する国と地方の協議（第2回）
・国による事務処理基準の策定と事務費の全額国費措置を提示。
（2019年、2020年の2年間）

12月10日全国知事会事務総長から高等教育局長に対し、
「国の提案を受け入れる』旨報告。
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０
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○全国知事会の緊急提言の主な内容

1．費用負担について

。国と地方の負担の在り方については、。国と地方の負担の在り方については、新たな地方負担が生じることのないよう、
既存の財政措置と明確に区別し、国の責任において必要な地方財源を確実に措置
すること。

2．円滑な事務の実施について

・全国統一的な事務処理のための明確な指針を策定すること。

、標準的な事務処理体制を提示するとともに事務費を全額国費で措置すること。
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【担当課長】高熱青段階臓韻負撫繍雛PT主任大軸鮪雛豊(蝋)■(直通)■■■ (鶴)■■■■■
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厨藪府蓼署刀
平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

士
巨良州司氏（国民）

問14修学支援法案では授業料等減免は機関補助としている

が、入学金。授業料に使途を限定したクーポンを支給するな

ど、学生個人への個人補助として実施すべきではないか。そ

の際、全国統一試験で一定得点以上の生徒のみをクーポン支

給対象とすることで、学生の質向上にも資することができる

のではないか。

(答）

1 ．大学等における授業料等減免は、大学等の設置者が行う減免措

置に対して、国が大学等に対して補助を行う、機関補助として実

施してきたところです。

2．新たな支援措置は、大学等の設置者が行った授業料等の減免措

置について、その費用を国等が支弁することとしており、従来と

同様に、機関補助として実施するものです。

．今回の措置では、機関要件を満たす、質の高い教

する大学等のみが、減免費用について国等の支弁を

3

とができることとなります。このような仕組みは、

を執ることで、適切に機能すると考えています。

．なお、減免費用の国等による支弁は、形としては

支出となるものの、実質的には機関を通じた学生個

4 謁へα

への催

学支援の意義を有しているものです。

匪壷回

1
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5．今回の措置における支援対象者については、大学等への進学後

は、学修Iこ一定の要件を課し、 これに満たない場合には、支援を

打ち切る方針としており、このような要件を適切に機能させるこ
０
り
り
。
。
’
む
‐
ｆ
ｄ
６
１
Ｊ
０
９
Ｄ
ｐ
哩
凸
。

大学等の教育の質向上にも資すると考えています。とは、

委員のご指摘も踏まえ、学生が質の高い学びを実現できるよ

しっかりと取り組んでまいります。、
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【担当課長】高舗育段階の教育費負担鞠新制度PT主任大学改革官鍋島豊(内綴)■■（直通)■■■■（携帯)■■■■■
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19．4‘03 ， 厨洞
平成31年4月3日（水）衆｡文部科学委員会

吉良州司氏（国民）

今旧I 携

塞
瞳
冒
乖

(答） 、

1 ．専門学橦は、多様な分野で職業と結びついた実践的な
教育が特色であり、約6b万人が在籍し、地丞雌錘 {~、

しています。sN鄙菖 ノ】＝、

(参考） 18歳人口の約2割が、専門学校に進学

2．専門学校が行う教育には、看護師や保育士のように

職業と結びついた国家資格の取得が目堕のものや、情報
通信分野や観光産業など

知識･技能の習得が目的のものがあり、多種多様な分野

に渡っています。

3．新制度は、低所得者世帯の学生を対象に高等教育への

アクセス機会の確保に資することとしており、学生の

進雌抵堂塗些型ように、支援対象となる分野の限定

）
、一

蝉云い塾』こととしています。
0

M離豊

【鵬蝦】鱸湘雛0洲賊艫瀦雛門蝿力軸鞠鵬豊(燗)■(鮒)■■■(鯛)■■■■■

庫藺涼刀
1

尼
民



霊魂議昌【 諏呈E氏所潅ｲ児Iに

野での就職がないと意味かない

必

(答）

1 ．低所得者世帯に対して、大学等における修学への経済
的負担を軽減することは、経済的理由から進学を断念す
ることな≦_､希望に応じて鬘里臺込本堂誕選笙亘
王 いう見通しが立つことにつながることから、少子化の

,/~､

進展への対処に資するものと考えています。

2.また、皇圭豊里進遥選担迄迭竺皇旦ようにするため、
支援を受けられる対象となる大学等については、支援
対象となる分野の限定は行わないこととしています。

3．専門学校に進学する場合についても、このことは同様
であり、学びの意欲を持った学生が支援を受け､専門的

〕
／

埠口＝一

豐 董霊菫二臺臺 豊菫璽萱
しています。

■■■(鯛）【鵬雛l高輸鯛削鰄賄|蝿澗雛W 主倣繩鞘雛豊(鵬)■(鮒）

2



19．4．03 厨蔽肩蓼零珂
平成31年4月3日（水）衆。文部科学委員会

， 中川正春氏（立憲）

､

問2現在の奨学金の仕組みにおいては、貸与型奨学金を中心と

し、将来の返済を通じて支援を受けた学生本人が負担するもの

と言えるが、今回の制度改正によって、これを給付型奨学金に

より国が肩代わりする仕組みに転換していくということか。

(答）

1 ．我が国においては、返還金を次の奨学金の原資として活用する

ことにより、希望する学生を幅広く支援することが可能となるよ

う、貸与制による奨学金事業を基本としているところです。
○

2今回の新たな支援措置については、大学や専門学校など高等教
害11

と_篁圭_2旦過並塑堂瞳圭星、国民負担を原資として、真に必要
と考えられる低所得世帯に限って返還不要の給付型による支援を

行う.こととしているものです。

まずは今回の措置を着実に実施3． したがって、 してまいりたいと
○

考えていますが、引き続き、貸与制による奨学金事業が基本とな
るものと考えています。
一

【担当識】高熱育繩の教韻負担軽鯛制度PT主倣学改鞘鍋島豊(鴫)■■値通)■■■(鶴)■■■■■



、

、 19．4．03

平成31年4月3日（水）衆｡文部科学委員会 園五国
中川正春氏（立憲）

問4貸与型奨学金なら最終的に学生本人が負担するこ
ととなるがく"給付型奨学釜蚕授業料等の無償1Eと合わ
せて行うことによって､学生の生活費まで無償化する
のは行きすぎではないか。親の所得に関係なく、本人
が費用を負担する仕組みとすべきではないか。

(答）

1 ．奨学金事業について{主、返還を通じて学生の自立心や自

己責任、さらには社会への貢献･還元の意識の潤養等の教

育的効果も勘案し、貸与型を基本とし、本人の意思で借り
rへ｝
られる仕組みとなっており、卒業後の所得に連動して返還

月額が決定される所得連動返還型奨学金制度を無利子奨
学金に導入するなどへ制度の充実を図ってきました。

2その中で、今回の支援措置は、 貧困の連鎖を断ち切り、
格差の固定化を防ぐため、真に支援が必要な低所得者世帯

の学生に限って、授業料減免を措置するとともに、学生が

学業に専念できるよう、給付型奨学金を支給することとし

ているものです。

S.大学生活に要する費用の負担の在り方については、様々
～℃

｛ ）
ノ

－

な意見があると考えますが文部科学省としては国費を
有効に活用し、

めることなく、

子供たちが家庭の経済事情により進学を諦

能力や意欲に応じて質の高い教育を受けら

れるよう努めてまいりたいと考えております。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■(直通)■■■■(牒帯)■■■■■

ケ

1



〆

蔚爾符蕊刀19．4．03

平成el年4月3日（水） 衆。文部科学委員会

杉本和巳氏（維新）

グ

問s国公立、私立や学部（特に医学部）の入学金の仕組み

は世界共通か。欧米、OECD諸国との入学金（イニシャ

ルフィー）と授業料のバランスの現状如何。

（答）

1 ．文部科学省で把握している限りでは、諸外国のうち、ア

メリカ、イギリス、フランス及びドイツでは入学料を徴収
と二埋_Lﾕと承知しております。一方、例えば韓国では

○

聟蓋舗紫縣箒器濡篭蓋謡鶚害
ます。

2．韓国の国公立大学医学系の最高額について、2016年の入

学料は日本円換算で約1万7千円（約17万ウォン）芒授業
料は日本円換算で約101万円（約1;011万ウォン）です。

3．また、私立大学医学系の最高額について、2016年の入学

主圓本H舅

は日本円換算で約124万円（約1,241万ウォンLです。

○

三
三
壬
一

一、はて、し．つに金学入ぴ及料業授の本日、おな４

（参考）

1ウォン＝0. 1円である。

【担豐課長】高等教育局学生.留学生識塩崎正晴(内線)■■ (直通)■■■■■■■（携帯)ロ

ノ



1940， 匿玉ヨ
平成31年4月e日（水）衆。文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

弁

問1e有利子奨学金は廃止すべきではないか、大臣の

見解如何。

(答）

1． 日本学生支援機構の貸与型奨学金については、経済的

に困難な学生等に対して進学の機会を与えるものです。

具体的には無利子奨学金を基本としていますが、貸与希

望者の拡大を受け、財政融資資金を財源とする有利子奨〆一

学金事業（現在約77万人に対して約フ千億円の事業

費）を1984年から創設したところです。

2．有利子による返還者負担の軽減を図るため、低金利時

代にあわせ、下限利率を0. 01%に引き下げるなど、

利子負担を大幅に減じるなどの施策を展開しています｡‐

3一方、有利子奨学金は低利子とはいえ、利子分が負担

となることから、文部科学省においては、無利子奨学金
Ｉ

事業についても、 20 7年度には予算上4． 4万人分
ーｰ

を増員し、残存適格者を解消するとともに低所得世帯

の子供たちに係る成績基準を実質師二撤廃するなど 事

業の充実に努めているところです。

高等こうした事業の着実な実施を通じて、引き続き、

教育に係る経済的負担軽減に努めてまいります。

【担当課長】高等教育局学生.留学生課長塩崎正暗(内線)■■(直通)■■■■ (携帯)■■■■■■

1



緬肩琴瓢19．4．03

平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

ヂ

問14奨学金の取立てを債権回収会社に委託しているが、

それにより回収出来た件数、回収額の状況如何。

(答）

1． 日本学生支援機構においては、延滞月数がSか月以上となった

債権について、債権回収会社へ委託するものと承知しています。

曲一

〆 ｡．

｛ ）
一

2. 20.17年度に、債権回収会社によって回収された債権の件数

は、約e万3千件､全鍾重1主麹旦_星遣巴であると機構より聞いて
います。

(参考）債権回収会社への委託について

・連続振替不能4回目(延滞月数では3か月以上延滞)上なった債権について委託

く機構における債権回収状況(2017年度実繍)>

全体件数、金額

一

Ｊ
ｌ
、

ｌ
＃

’萱 IpI』回一材'二、'十 Iplハ又ﾖ犬油 ﾖ％‐ 5－4呪

●

■■■■

※括弧内は回収率を示す。
早

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通)■■■ （携帯)■■■■■■

要回収分 回収分

債権数 441万6,028件 406万487件（91.9％）

債権額 6,965億652万9千円 6,110億9,193万3千円（87.7％）

委託 回収額

債権数 12万5,931件 6万3,291件（50.3％）

債権額 377億754万3千円 62億1,824万5千円（16.5％）



19．4．03

歴
平成S1年4月3日（水）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏､(立憲）

七

問15債権回収会社に支払っている委託料はいくらか。ま

た、それは回収額の何％となるのか｡
●

(答）

1 ． 日本学生支援機構においては、延滞月数が3か月以上となった

債権について、債権回収会社へ回収業務を委託しているものと

承知しています。
／
I

2. 2017年度実績において、

3． 7億円です。

債権回収会社に支払った委託料は

(参考）契約上の支払手数料の決め方

○企画競争における提案書において、下記の点を総合的に勘案して委託先業者を決定。

．より低い報酬率を提示してきた業者をより高く評価

・返還猶予の指導など返還困難者への対応について、より低い単価を提示した業者をよ

り高く評価

・業務遂行にあたって、より効果的と考えられる提案をした場合に加点

I

－一

3．また、上記の委託料は、回収金額の約5． 9％です。

(参考）回収金額

・委託料

62億円

3． 7億円

【担当課長】高等教育局学生‘留学生課長塩崎正晴(内線)■■（直通)■■■■■■（携帯)

匡商話引

／
イ



１
１

19.4.03 端艇闇1ざ 旬

二

更問債権回収会社への委託料はどのように決定しているの

か。

（答）

1 ． 日本学生支援機構においては．債権回収業務の委託に当たり企

画競争等により債権回収会社を選定しています。

’

2．企画競争では、 卜面に
一

自口1NⅡ 洞

回収方法や返還者本人の個別の事情に配慮できる業務提案加え、
－

となっているかといった質的な観点も踏まえ、総合的に評価して
r~）

I 委託業者を選定しています。

(参考）契約上の債権回収会社に求める業務内容

・文書や架電、訪問による返還督促や居住確認

・要返還者からの問い合わせや返還相談に対する回答

・返還期限猶予指導、猶予願の発送、猶予申出があったものの提出がないものへの状況

確認

・分割返還希望の申出があった者への分割返還指導及び分割返還計画番の送付

・返還誓約書未提出者への指導

・返還者の入金管理 等
ｆ
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(参考）企画競争入札の他､･返還状況に応じて一般競争入札を実施

・返還に応じたものの延滞解消ができるほど入金がなかった場合において、継続的に返

還してもらうため、入金状況を管理し返還者から継続的に回収する業務を一般競争入札

で委託先を決定している。 ．

【担当課長】高等教育局学生｡留学生課長塩崎正晴(内線)■■（直通)■■■■■■、 （携帯)■
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厨藪肩蓼訊19‘4．03

平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

、

問16債権回収会社への委託料はどのような決め方となっ

ているか。 （議員は、回収額の何％という決め方をして

いるのであれば、無理な回収に繋がっている可能性があ

るのではないかとの問題意識。 ）

(答）

1 ．機構から債権回収会社へ支払う委託料は、「回収した金額に成I
r-､､f

F、閨

ロ■■＝

■■局匡

数を掛けて出した額」の合計金蔀 となります。

(参考）委託料毎の業務内容

①回収した金額に成功報酬率を掛けて算出した額・ ・ ・延滞債権の回収

②契約単価に委託件数を掛けて算出した額・ ・ ・返還期限猶予の指導等

2．なお、回収すべき総額に対する委託料の割合は債権回収会社と

の契約毎に異なりますが、回収額の約5. 9%となっています。

（

(参考）回収金額 62億円
～一

壬:鯛:灘3． 7億円委託料

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■ (直通)■■■■■■■（携帯)■■■■■■

‐ 庫翫司

／
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《
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(答）

1．委託先の債権回収会社（サービサー）は、法務省が作成したガ

イFラインに基づいて業務を行っており、例えば、正当な理由な
に電話や訪問をすく夜間及び早朝（午後9時から午前8時の間）

ることなどを禁止しています。また、業務内：また、業務内容について、阪還が
－

言1．M巳

とも含めて委託しています。
「）

(参考）その他ガイドラインによって禁止されている不適切な督促行為(抜粋）

・大声を上げたり､乱暴な言葉を使ったりすること。
・多人数で債務者の自宅等に押しかけ、又は債務者等を債権回収会社に呼び出し、大勢で
取り囲んで面談すること。

・債務者につきまとうこと。

・保険金による債務の弁済を強要又は示唆すること。 等

－

2．また、 「回収した金額に成功報酬率を掛けて算出した」委託料

のほか、債権回収会社が返還期限猶予申請をするように返還者に
1重遣鍾旦胆全、奇▽UEヨ』窪 皇 』

するなどの対応を行っています

○
(参考）返還猶予となるよう指導した件数と1件当たり．の報酬単価について

※猶予送付に係る報酬は1件あたり報酬単価210円。また、猶予承認に係る手数料は1件
あたり報酬単価2,500円。

平成29年度実績 猶予願送付件数 8,152件

猶予願送付に係る報酬 1,762千円

猶予承認に係る報酬 1,258千円
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3． 引き続き適切な債権回収となるよう指導してまいります。

.【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内繍)■■（直通)ロ ｜ （携帯)■■■■■■
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更問1 回収額の何％という決め方をしているのであれば、

無理な回収に繋がっているのではないか。
一
■
も
ら●
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、

論拠噸(し19．4．03士

更問2企画競争において、回収金額に応じた委託料設定を

前提とする場合、委託金額を予め決めることが出来ない

のではないか。 （上限額が設定されるのか）

1．債権回収会社（サービサー）への委託に関する予算については、

日本学生支援機構の運営費交付金の内数として措置しており、そ

の予算の範囲内で法人が適切に業務を遂行するものと考えており

ます。
〆

』

(参考)2018年度日本学生支援機構予算（奨学事業分）

うち債権回収業務関係経費

70億円

26億南

2．なお、仮に、委託支払額が予定していた額を超えた場合には、
委託費に上限設定はないため、運営費交付金における全体の中で
調整を行い、支払いを行うことになります。

『

ク
ノ

ーー

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■(直通)■ （携帯）

3



19403 函天国
､平成S1年4月3日（水）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏(立憲）

睡蓮王し､厩い0
(答）

1 : 菫 篝墨
○

2

の』堂済H勺理由にd

られる非丘禺下でジ

S. こういった低所得者世帯に対して、大学等における修
学への経済的負担を軽減することは、鐘迩鯉塵血旦進
学を断念することなく、希望に応じて質の高い天事事二 ○

簔 謡溌蒜垂 雲霧薑
ことに繋がることから、 少子化の進展への対処に資する
ものと考えています。

I

一

1



〆

(参考’）大学等における修学の支援に関する法律案 19．4．03
（目的）

第一条この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍

することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い

教育を実施する大掌等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減す

ることにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって

●

我が国における急速な
ゾ

少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。

(参考2）進学率について

○全世帯の進学率：81..5％

H30年度の大学・短大.･専門学校の入学者、高専4年次在学者数※学校基本調査

3年前の中学校卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者数 ※学校基本調査

○住民税非課税世帯の進学者数（1学年） ：6. 1万人
q

住民税非課税相当のIASSO奨学金利用者（実綴）

、 住民税非課税相当学生のうちIASSO奨学金利用者割合※学生生活調査

○住民税非課税世帯の進学率：40．4％

6.'万人(住民税非課税世帯の進学者数）

｡

高校生等奨学給付金受給者等（実績）

夕

ノ
ー

【担当課長】高舗育雛崎韻負担鰯鯏度PT主任大学改鞘鵜豊(柵)■(離)■■■■(嫌）

園壷回

2
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更問1 低所得者世帯への支援が少子化対策に資すると

いう根拠如何｡ 19.4.03

も

§
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Ⅱ
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(答）

1 ．例えば、国立社会保障。人口問題研究所の「出生動向
基本調査（2015年度)Jによれば､「予定子ども数が理

趨王篁迫鑿童廻昼圭握型呈璽些二量里狸塵童曼皇室卓
呈旦､30歳未満では76.5％、 30～34歳では81. 1％が
「 」を挙げてい
ます。

lも
夕一色

（ ’
、 鉾
～一一

0

2．また、内閣府の「結婚・家族形成に関する意識調査
（平成26年度） 」では、エどのようなことがあれば、あ
なたは（もっと）そどもが欲しいと思うと思いますか」
との質問に対し (複数回答） 、
補助」が68.6％となっています。

『

S.このようなデータから、

１
Ｊ

少子化の要因の一つと考えられ、低所得者世帯に対し

て､大学等における修学への経済的負担を軽減すること
は、坐子化の進展への対処に資するものと考えていま
す。
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【担当雛】鰐縮鰡の敦韻負担鰯鯛剛錐大翰革官鵜豊(鴫)■■(直過■■■(鵬)

園垂画
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グ

4

(答）

1 ．全世帯と非課税世帯との高等教育進学率の差に鑑みれ
ば、

限って支援の対象としたところです。
！

‐

へ

｝

《

－一

分

〆1

【担当鵬】高等撫階，撤負鵬鯛制鮒主傲学改鞘鵬豊(鱸)■ (直遡■■■(鵜■■■

4



Ｌ
Ｏ
４
Ｇ
ｐ
ｆ
ｇ
ｕ
ｊ
１
１
５
Ⅱ
６
２
勺
ｑ
・
Ｑ
８
毎
Ｊ
６
抄
。
２
４
０
■
。
６
．
．
．
４
４
４
４
’
０
も
り
Ｉ

や

19，4．03 岡天国
平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

吉良州司氏（国民）

、
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今 イ比F

(答）

1 ．本法案の目的は、 真に支援が必要な低所得者世帯の者に

対し､大学等における修学の経済的負担を軽減することに 〆へ

（ ｝

より、子どもを安心して生み､育てることができる環境の

整備を図り、もって我か国における急速な少子化の進展へ

の対処に寄与することです。

高等教育機関への進学率の現状について、全堂
住民税非課税世帯では

2．一方、

帯では約8割であるのに対して、進塁遜韮謹遜世壷五1菫
4割程度と推討しており、全世帯の半分程度に留まって
います。
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3． このような進学率の差異を踏まえると、低所得者世帯
○

では、家庭の経済的理由により進学を断念するケースが

あると考えられるところです。

低所得者世帯に対して、大学等における修4． こういった

することは、経済的理由から進

学を断念することなく、希望に応じて質の高い大学等へ

進学できるという見通しが立つことに繋がることから、

少子化の進展への対処という本法案の目的の達成に資す

るものと考えています。
■■■■■■
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19‘4．03
(参考1）大学等における修学の支援に関する法律案

（目的）

第一条この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍

することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い

教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減す

ることにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって

我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。

卜

(参考2）進学率について

○全世帯の進学率：81．5％

H30年度の大学・短大．専門学校の入学者、高専4年次在学者数※学校基本調査

3年前の中学校卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者数 ※学校基本調査

○住民税非課税世帯の進学者数（1学年） ：6． 1万人

住民税非課税相当のIASSO奨学金利用者（実紘）

ターヘ

0

住民税非課税相当学生のうちIASSO奨学金利用者割合※学生生活調査

○住民税非課税世帯の進学率：40．4％

6．1万人（住民税非課税世帯の進学者数）
'

高校生等奨学給付金受給者等（実絞）

j
'

一一

や

【担当課長】高等縮繩の敦韻負担鰯綱度PT主傲軸革官鵬豊(艫)■■(直通)■■■醗帯)■■■■

扉扇~画1

2



１
１

、

一画
己

(答）

1 ．例えば、国立社会保障。人口問題研究所の「出生動向基

本調査（2015年度）によれば､ ‐｢予定子ども数が理想子供

筆需曼豐宗糒需需 ’
にお金がかかりすぎるから」を挙げています。ｄ
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（ ）
、 〆2．また、内閣府の『結婚・家族形成に関する意識調査（平

成26年度）」では、rどのようなことがあれば、あなたは

(もっと）子どもが欲しいと思うと思いますか」との質問

に対L(複数回答)、
％となっています。

｢将来の教育費Iこ対する補助｣が68.6
宮
口
Ⅱ
包
り
■
■
■
句
序
日
■
■
戸
３
８
何
口
●
岳
ａ
９
ｑ
ａ
Ｈ
ａ
号
ｄ
３
５
ぞ
う
り
，
少
ロ
■
洞
牙
唱
ｐ
合
口
ｐ
ゐ
正
Ｔ
ｅ
■
○
Ｇ
日
■
ｑ
″
Ｕ
ｇ
弓
で
■
篭
ｅ
■
々
４
毛
万
勺
１
月
ｆ
●
〃
ｄ
３
Ｈ
《
み
８
ｇ
９
Ｅ
Ｕ
ｄ
３
■
■
ｆ
、
ザ
０
。
，
弔
寸
且
狩
も
３
２
あ
も
ｐ
ｏ
４
Ｒ
■
６
０
■
勘
タ
マ
■
ｑ
４
８
４
０
Ｊ
ｇ
ぞ
■
３
号
４

3．このようなデータから、子育てや教育にかかる費用が少

子化の要因の一つと考えられ、低所得者世帯に対して、大

学等における修学への経済的負担を軽減することは､少子
一

化の進展への対処に資するものと考えています。
一‐－豆

し）

L-〕

【担当課長】高舗育雛臓龍負担溺鯏度PT主傲学改鞘鵬豊(鵺)■ (直通)■■■(蹄)■■■■■
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「

更問2教育に係る費用がネックになっているのは低所

得者世帯に限られないのではないか。 19.4.03誰闇ノ

(答）

1 ．全世帯と非課税世帯との高等教育進学率の差に鑑みれ

ば、 ことって
●

一－

限って支援の対象としたところです。

一

｝

）
一一

【担当雛】高舗育雛の鮪獺担軽瀬雛PT主倣学改革官鍋豊(内線)■（直通)■■■‘(瀞）

鰯話万］

4

■ 《

弓1
． 繕

ｐ
■

畠
ヴ

q



Ｉ

、

更問3今回の支援措置は教育政策ではないのか。

吉掻飼’ 19.4.03
(答）

1 ．高等教育は、国民の知の基盤であり、イノベーションを

創出し、国の競争力を高める原動力でもあります｡宣蓋塾
育へのアクセスの機会均等とともに､大学改革、教育研究
の質の向上を－体的に推進する必要があります。
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2．このため､高等教育の質の向上に資する学校教育法等の
改正案を提案し､合わせてご審議いただくとともに､金回
の支援措置の対象となる大学等についても、社会で自立

r－1
、‘

し、活躍することのできる人材を育成するために必要な質

件
■■■■■

ケ■

を設けるこ7】信

ととしており、こうした点においては､教育政策としての

側面も有している,ものと考えています。
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胆当課長】高鶚晴雛の敦韻負鵬瀦瀧PT主任大学改革官雛豊(蝋)■(直遡■■■(綿)■■■■
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け

厨天国19．4．03

平成S1年4月3日（水）衆・文部科学委員会
吉良州司氏（国民）

…、 国

賓の濤
佳いa

|－索刀、bﾉ3sし、刀､。

の高い大学等」@

大庫の見解如何。

｝

(答）

1 ．今回の新制度は、家庭の経済事情に関わらず、子供たち

の誰もが自らの意欲と努力によって社会で自立し、活躍で
きるようになることを目的としています。

2これを踏まえ、支援を受けた学生が大学等でしっかりと

学んだうえで、社会で自立し、活躍できるよう、学問追求

と実践的教育のバランスが取れている､質の高い教育を実

施する大学等を対象機関とすることとしています。

s、 このため、法律案において、大学等の教育の実施体制及
一

び大学等の経営基盤に関して一定の要件を課すこととし

ております。

4．また、支援の対象となる学生についても、大学等への進

学後、修得単位数や学業成績などの学習状況に係る客観的

墜基婆を定め､これを満たさない場合には支援を打ち切る
方針としております。
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１ 5． こうした制度設計により、公費による支援に相応しい者

及び大学等を対象にできるものと考えております。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内綴)■■〈直通)■■■■■■（臘帯)■■■■■■
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平成31年4月3日（水）衆・文部科学委員会

吉良州司氏（国民）
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雪機関@ の局‘,｛詣

(答）

1 ．本法案の目的は、真に支援が必要な低所得者世帯の学生

に対し､本堂翌三週土曼修堂△Q経童堕負担室竪鍾豆二量_皇
と五､我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与

／

｛

亘二量三里です。

2．今後、より一層少子高齢化やグローバル化が進展する中

で、旦匹l.gu_§』_幽』之迄ﾑ迩宣塵やユュ垈二之_ヨー≧創世
里基鑿となる大学等の改革は急務であると考えており、こ
うした観点から、 「大学等における修学の支援に関する法

律案」と併せて､準学先である大学の教育の質保証や教育
研究基盤・ガバナンス改革等を後押しする.｣:堂撞塾宣塗簔（

、
一夕

の字･部を改正する法律案｣_についても御審議いただいてい
るところです。

3．また、今回の新制度においては、進学前の明確な進路意
識と強い学びの意欲や進学後の十分な学習状況をしっか

』』主星鍾竺進上で、学生に対して支援を行うとともに、対
象となる機関についても、 問泪式.J‐ 閑数国C

とするた句． の信

め、一定の要件を求めることとしています。
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、文部科学省としては、これらの
していくことが極めて重要であると考えておりますが、
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【担当雛】高等縮離の教韻負担職繍雛門主任蝉改鞘鵬豊(内綴)■■(直通)■■■催帯)■■■■■
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